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稚　内　市
子ども・子育て支援事業計画



はじめに

　少子化、家族形態の変化、就労形態の多様化、地域コミュニティ意識の希

薄化など、子どもを取り巻く環境が大きく変化しているなか、「子育ての孤

立感と負担感の増加」「仕事と家庭の両立」など、子育てをめぐる課題に対

して、社会全体で支援する新しい仕組みを構築していくことが必要となって

います。

　こうした背景のもと、国では平成24年8月に子ども・子育て関連3法を制

定し、幼児期の学校教育・保育、地域の子ども・子育て支援の充実を目的と

した「子ども・子育て支援新制度」が平成27年4月から施行されることにな

り、これに合わせ本市では平成27年度から5年を1期とする「稚内市子ども

・子育て支援事業計画」を策定いたしました。

　これまでも、子育て運動や幼保一元化の推進など、さまざまな子育て支援

策を展開してきましたが、この計画を基に、本市の子ども・子育て支援施策

を総合的かつ計画的に取り組み、今後も引き続き、子どもにより良い環境を

提供するとともに、子育てしやすいまちを目指してまいります。

　最後に、この計画の策定にあたり、御尽力いただきました、「稚内市次世

代育成対策地域協議会」の委員の皆様はじめ、「子ども・子育て支援事業に

関するニーズ調査」「パブリックコメント」などに御協力いただきました市

民の皆様に心からお礼申し上げます。

平成27年3月

稚内市長 工　藤　　　広
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子育て平和都市宣言

日本最北端の国際都市・稚内は、戦争のない世界平和と

美しい自然、かおり高い文化を永遠に願うふるさとでありたい。

ふるさとの次代を担う子どもたちのすこやかな成長と

平和なまちづくりをすすめることは、すべての大人の責任である。

この願いをこめたふるさとづくりは、わたくしたち市民の責任である。

わたくしたち稚内市民は、

市民ぐるみの子育てと平和をもとめる運動の責任と義務を自覚し、

市民一人ひとりのたゆまぬ努力を誓って、

ここに「子育て平和都市」を宣言する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（昭和61年6月7日議会議決）
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